
令和７年１月１日時点に住民登録がある市町村へ問合せください。

令和5年分所得・令和6年分所得が1,805万円以下である。

福智町定額減税不足額給付フローチャート

令和７年１月１日時点福智町に住民登録がある(住登外課税者含む)

令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が0円である。

本人として令和6年度定額減税(当初調整給付金)の対象である。

　定額減税しきれない額の合計額（1万円単位に切り上げ後）全額を令和6年度に実施した
当初調整給付にて受給済みである。(未申請・辞退を含む)

支給対象外です。 不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。

次のいずれかの給付金の対象者である。(世帯員として対象者である場合も含む。)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

　　次のいずれかにあてはまる。
　　　・令和6年分所得税(定額減税前)が0円ではない。
　　　・令和6年度住民税の定額減税前所得割が0円ではない。

支給対象外です。

対象者Ⅰの主な例
○令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことで、
本来給付すべき額と調整給付との間に差額が生じた。(失業
等)
○扶養親族等が令和6年中に増加したことで、本来給付すべき
額と調整給付との間に差額が発生(子の出生等)
○令和5年中無収入で令和6年中に収入が発生(就職等)

対象者Ⅱの主な例(※低所得世帯向け給付金の世帯員でな
い)
○専従者(税制度上扶養親族等とならない。)
○所得48万円を超えて税制度上扶養親族等とならない。

原則支給対象外です。ただし、住民税の定額減税の恩恵(扶養親族分として受け
たものを含む)を受けきれない場合はコールセンターへ問合せください。

事業専従者もしくは合計所得48万円超で、税制度上「扶養親族等」の対象外である。

不足額給付Ⅱの対象となる可能性があります。
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